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令和７年第１０回定例教育委員会会議録 

１ 開催日 令和７年１０月２４日（金） 

２ 開催場所 市役所本庁舎３０１会議室 

３ 出席した委員 委 員 加 藤 由 美 委 員 野 中 亮 秀 

委 員 古 田 重 紀 委 員 纐 纈 由 美 

４ 欠席した委員 教  育  長 中 川 宣 芳   

５ 説明のために

出席した職員 

教 育 部 長 矢 本 博 士 健康生きがい支え合い推進部長 駒 瀬 勝 利 

こども未来部長 川 尻 卓 哉 教 育 部 次 長 岩 本   淳 

健康生きがい支え合い推進部次長 永 井 政 栄 こども未来部次長 野 田   弘 

教育総務課長 丸 藤 卓 也 学校給食課長 勝 山 貴 之 

学校給食課主幹 小 川 敬 介 学校教育課長 長谷川 隆 司 

学校教育課管理指導主事兼主幹 采 女 隆 一 学校教育課指導主事兼主幹 松 浦 由 美 

学校教育課指導主事兼主幹兼教育総務課主幹  瀬 尾 宗 利 文化財課長兼小牧山課長 武 市 礼 子 

図 書 館 長 坪 井 麻 紀 文化・スポーツ課長 藤 田 伸 也 

味岡市民センター所長 伊 藤 雅 彦 東部市民センター所長 櫻 井 晃 生 

北里市民センター所長 大 野 将 嗣 こども政策課長 小 川 喜世子 

幼児教育・保育課長 臼 井 勇 気 幼児教育・保育課主幹 舟 橋 賢 治 

幼児教育・保育課指導保育士 鈴 木 貴 子 教育総務課庶務係長 髙 栁 貴 大 

６ 本委員会書記 教育総務課庶務係主査 河 村 俊 之 教育総務課庶務係主任 熊 崎 知 沙 

７ 議題 議案第４３号 

議案第４４号 

令和８年度教職員定期人事異動方針について 

附属機関の委員の任命について 

８ 報告及び連絡

事項 

報告第 １号 

 

報告第 ２号 

 

連 絡 事 項 

報告第 ３号 

報告第 ４号 

報告第 ５号 

報告第 ６号 

令和８年度愛知県市町村教育委員会連合会要望書提出に係る県 

からの回答について 

篠岡地区学校再編計画（案）に関するパブリックコメントの実施

について 

１１・１２月行事予定 

小牧市教育委員会名義使用申請（後援）の許可について 

行政文書の開示について 

行政文書の開示について 

小牧市教育委員会名義使用申請（後援）の許可について 
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＜開会 午後２時００分＞ 

公開会議 

○教育長職務代理者（加藤由美） 

 ただいまより、令和７年第１０回定例教育委員会を開催いたします。 

 本日は教育長が不在のため、令和６年第１０回定例教育委員会で、地方教育行政の組織及び任命

に関する法律第１３条第２項に基づき、教育長より職務代行者の指名をされていましたので、私が

会議の進行をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、９月２４日開催の令和７年第９回定例教育委員会の会議録につきましては、お手元に

お示しのとおり、ご異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

 それでは、会議録は承認とさせていただきます。 

 続きまして、教育長報告ですが、教育長不在のため省略させていただきます。 

 次に、部長報告をお願いいたします。 

 矢本教育部長。 

○教育部長（矢本博士） 

 それでは、私からは２件の報告をさせていただきます。 

 まず、小牧市議会第３回定例会の１０月１日と１０月７日に市議会の人事が行われましたので、

その内容を報告させていただきます。 

 まず、市議会議長に舟橋秀和議員、副議長に谷田貝将典議員、教育委員会を所管いたします文教

建設委員会の委員長に小沢国大議員、同副委員長に余語智議員、また、健康生きがい支え合い推進

部及びこども未来部を所管いたします福祉厚生委員会の委員長に星熊伸作議員、同副委員長に永井

孝典議員が、それぞれ就任をされました。 

 次に、小牧市小中学校長会及び小牧市教員組合から教育委員会に「令和８年度予算に関する要望

書、陳情書」の提出がありましたので、その写しを参考として、お手元に配付させていただきまし

た。 

 私からの報告は以上であります。 

○教育長職務代理者（加藤由美） 

 それでは、議題に入ります。 

 まず、議案第４３号「令和８年度教職員定期人事異動方針について」、事務局の説明を求めます。 

 岩本教育部次長。 

○教育部次長（岩本淳） 

 それでは、ただいま議題となりました議案第４３号につきまして、提案理由とその内容について

ご説明申し上げます。 

 資料の１ページをお願いいたします。 
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 議案第４３号「令和８年度教職員定期人事異動方針について」であります。 

 この案の提出理由でありますが、令和８年度教職員定期人事異動の方針を定めるため必要がある

からであります。 

 ２ページをお願いいたします。 

 まず、１．方針についてであります。 

 令和８年度愛知県教育委員会の定期人事異動方針に基づいて実施するものとし、（１）として、

「適材適所を旨として公正かつ適正な異動を行うと共に、職務経験の多様化や効果的な人材育成を

ねらいとした配置を推進する」など、５項目にわたる定期人事異動方針を定めるものでございます。 

 続きまして、２．実施要領についてであります。 

 （１）管理職人事におきましては、①として、転任は原則として同一校勤務２年未満の者の異動

及び校長、教頭の同時異動は行わないこと。また、②として昇任、③として降任に関してそれぞれ

定め、実施しようとするものでございます。 

 （２）教員人事におきましては、①として、多様かつ豊富な教育的経験を得させるため、市町

間・学校種別間の交流について配慮するなど、５項目を定め、実施しようとするものでございます。 

 なお、県費負担学校事務職員及び学校栄養職員の人事異動方針につきましては、愛知県教育委員

会の方針に準ずるとするものでございます。 

 参考といたしまして、３ページに愛知県教育委員会の「令和８年度教職員定期人事異動方針」を、

４ページに「令和８年度県費負担市町村立学校事務職員人事異動方針」を、５ページに「令和８年

度県費負担市町村立学校栄養職員人事異動方針」を添付しましたので、ご参照いただきますようお

願いいたします。 

 以上で議案第４３号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○教育長職務代理者（加藤由美） 

 ただいま説明のありました議案第４３号について、ご質問等がありましたら、お受けいたします。 

 （発言なし） 

それでは、議案第４３号「令和８年度教職員定期人事異動方針について」は、原案どおり可決す

ることに、ご異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

 それでは、議案第４３号については原案どおり可決することといたします。 

 次に、議案第４４号「附属機関の委員の任命について」、事務局の説明を求めます。 

 岩本教育部次長。 

○教育部次長（岩本淳） 

 それでは、ただいま議題となりました議案第４４号につきまして、提案理由とその内容について

ご説明を申し上げます。 

 資料の６ページをお願いいたします。 
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 議案第４４号「附属機関の委員の任命について」であります。 

 この案の提出理由でありますが、附属機関の委員の任命をするため必要があるからであり、その

附属機関の委員は、小牧市通学区域審議会委員であります。 

 その内容につきましては、名簿でご説明させていただきますので、７ページをお願いいたします。 

 この委員の名簿中、市議会議員の異動がございましたので、太字で記載してあります４名の委員

を任命しようとするものでございます。 

 任期は、議長及び副議長は令和７年１０月１日から令和８年３月３１日まで、文教建設委員長及

び文教建設副委員長は令和７年１０月７日から令和８年３月３１日まででございます。 

 以上で説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○教育長職務代理者（加藤由美） 

 ただいま説明のありました議案第４４号について、ご質問等ありましたら、お受けいたします。 

 （発言なし） 

 それでは、議案第４４号「附属機関の委員の任命について」は、原案どおり可決することにご異

議ございませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

 それでは、議案第４４号については原案どおり可決することといたします。 

 続いて、報告・連絡事項に入ります。 

 まず初めに、教育総務課お願いします。 

 丸藤教育総務課長。 

○教育総務課長（丸藤卓也） 

 それでは、報告第１号「令和８年度愛知県市町村教育委員会連合会要望書提出に係る県からの回

答について」でございますが、資料の８ページをお願いいたします。 

 ８月２８日に愛知県市町村教育委員会連合会から、愛知県教員委員会に提出をしておりました要

望書につきまして、別添のとおり県から重点項目に関する回答要旨が届きましたので、ご報告させ

ていただきます。 

 続きまして、報告第２号「篠岡地区学校再編計画（案）に関するパブリックコメントの実施につ

いて」でございます。 

 １７ページをお願いいたします。 

 昨年９月に策定をいたしました「小牧市新たな学校づくり推進計画」に基づき、本年度、特に児

童生徒数の減少が著しい篠岡地区で学校を考える会を立ち上げ、保護者や地域の皆様のご意見を伺

いながら、学校再編に向けた協議を進めてまいりました。 

 このたび、篠岡地区の小中学校の再編に向けた「篠岡地区学校再編計画」（案）をとりまとめま

したので、令和７年１１月１０日月曜日から令和７年１２月９日火曜日までの１か月間、パブリッ

クコメントを実施いたします。 
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 市民への周知につきましては、広報こまき１１月号及び市ホームページに掲載し、周知を図りま

す。 

 なお、今後のスケジュールといたしまして、このパブリックコメント終了後、令和８年２月に第

５回「篠岡地区の学校を考える会」を開催し、パブリックコメントの結果やこれを踏まえた加筆・

修正点などの報告を行ったうえで、教育委員会での議決を経て、計画策定とする予定です。 

 続きまして、連絡事項、１１月・１２月の行事予定でございます。 

 ２３ページをお願いいたします。 

 １１月の予定です。 

 ４日火曜日は、総合教育会議が市役所大会議室で開催されます。 

 ２４ページをお願いします。 

 １８日火曜日は、午後２時１５分から定例の教育委員会を３０１の会議室で開催いたします。 

 ２８日金曜日は、本会議の招集日となっております。 

 ２５ページをお願いいたします。 

 １２月の予定です。 

 ８日、９日、１０日と、本会議が開催されます。 

 １２日金曜日は、福祉厚生委員会、福祉厚生分科会が開催されます。 

 １５日月曜日は、文教建設委員会、文教建設分科会が開催されます。 

 ２６ページをお願いします。 

 １７日水曜日は、午後４時から定例の教育委員会を３０１会議室で開催をいたします。 

 １８日木曜日は、本会議の最終日となっております。 

 それから、２３日火曜日は、小中学校、第一幼稚園の２学期の終業式となっております。 

 １１月・１２月の行事予定は以上です。 

 以上で、報告・連絡事項とさせていただきます。 

○教育長職務代理者（加藤由美） 

 続いて、学校教育課お願いします。 

 長谷川学校教育課長。 

○学校教育課長（長谷川隆司） 

 それでは、報告第３号「小牧市教育委員会名義使用申請（後援）の許可について」ご報告をさせ

ていただきます。 

 ２７ページをお願いいたします。 

 小牧ロータリークラブより、「ひきこもり・不登校との向き合い方講演会」について、後援名義

使用の申請があったものであります。 

 その内容は、自分らしく生きるとはどういうことか、また、家族、地域、社会にできることは何

かについての講演、また、ひきこもり不登校支援団体による個別相談会であり、催事の内容を総合
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的に勘案した結果、後援名義使用を許可したものであります。 

 続きまして、報告第４号「行政文書の開示について」、１件ご報告させていただきます。 

 資料はございません。 

 令和７年９月１３日付けで県外個人の方より、朝鮮学校に関する補助金についての文書の一切に

ついての開示請求がありました。 

 この開示請求につきましては、９月２６日付けで一部開示決定をし、請求者に写しを交付いたし

ました。 

 以上であります。 

○教育長職務代理者（加藤由美） 

 続いて、図書館お願いします。 

 坪井図書館長。 

○図書館長（坪井麻紀） 

 それでは、報告第５号「行政文書の開示について」、報告をさせていただきます。 

 資料はございません。 

 令和７年９月２５日付けで市外在住の方より、２０２５年９月２４日小牧市中央図書館の職員で

１８時３０分まで勤務していたことが分かる資料についてをはじめ、３件の開示請求がありました。 

 この開示請求に対しては、１０月７日付けで一部開示とする決定を行い、請求者の方に通知いた

しました。 

 以上、報告とさせていただきます。 

○教育長職務代理者（加藤由美） 

 続いて、文化・スポーツ課お願いします。 

 藤田文化・スポーツ課長。 

○文化・スポーツ課長（藤田伸也） 

 それでは、報告第６号「小牧市教育委員会名義使用申請（後援）の許可について」、１件ご報告

をさせていただきます。 

 ３１ページをお願いいたします。 

 報告第６号で、ＮＰＯこどもスポーツ成長協会より、「リズム運動教室」について、後援名義使

用の申請があったものであります。 

 その内容は、市内の幼児・児童の心身の成長や精神面の成長を促すことを目的に、専門知識のあ

る指導員が、運動の基礎から、リズムや音楽に合わせて楽しく体を動かすことを指導するものであ

り、催事の内容を総合的に勘案し、後援名義使用を許可したものであります。 

 以上で報告を終わります。 

○教育長職務代理者（加藤由美） 

 報告・連絡事項は以上でありますが、何か、ご意見、ご質問はありますでしょうか。 
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 私から１点お伺いして、よろしいでしょうか。 

 先ほどの「リズム運動教室」ですが、対象が幼児から小学生で、教室が割と遅い時間帯になって

いますので、気になりました。事務局としては何かお考えになったことはありますでしょうか。 

 藤田文化・スポーツ課長。 

○文化・スポーツ課長（藤田伸也） 

 確かに、委員がおっしゃいますように、小学生については終了が１９時５０分ということで、遅

いかと思います。 

 時間等につきましては、申請をいただいた際に、確認しておりませんので、どういった理由が

あって決められたか、また確認をしていきたいと考えております。 

 以上です。 

○教育長職務代理者（加藤由美） 

 平日ですので、小学生は翌日も学校がありますので、そのあたりを少しお考えいただけるといい

かなと思いました。ありがとうございます。 

 ほかに何かご発言はありますでしょうか。 

 （発言なし） 

 ほかにご発言もないようですので、令和７年第１０回定例教育委員会を閉会します。 

 

＜閉会 午後２時１８分＞ 
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